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Ⅰ．概  要 

令和 4 年度は、平成 27 年度に策定した健康影響評価計画に基づき、調査対象者の生死等情

報の把握を行うとともに、令和元年度から利用が可能になったがん罹患情報を利用するため

「がん登録等の推進に関する法律」に基づく手続きを行い、国立がん研究センターからリン

ケージデータを取得した。また、調査対象者に関する情報（被ばく線量、生死、死因等）の更

新等を行った。なお、これらの個人情報の取得は、平成 27 年度から令和元年度までに実施し

た意思確認調査において、調査対象者の同意を得たうえで実施した。さらに、本事業の理解

促進活動として、これまでに取得したデータをもとに解析した結果について学会発表、論文

投稿等を行うとともに、ホームページ等により本疫学調査について情報発信した。 

 

１．調査対象者に関する情報の更新等業務 

 

１．１ 調査対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

当協会放射線従事者中央登録センター（以下「中央登録センター」という。）から令和 3 年

度までの被ばく線量情報等の提供を受け、放射線疫学調査ファイル（以下「疫学 DB」とい

う。）に反映した。また、入手した記録線量を臓器線量に換算した。 

 

１．２ 調査対象者の生死等に関する情報の更新 

本年度は、30,050 人の調査対象者について生死追跡調査を行い、1,390 市区町村に対し住

民票の写し等の交付を請求し、全ての市区町村から計 30,050 人の調査対象者について住民票

の写し等の交付を受け、その情報を疫学 DB に反映した。 

 

１．３ 調査対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、人口動態調査死亡票の調査票情

報の継続保有の申請を行い、厚生労働大臣から承認を受けた。承認を受けた後、調査票情報

に基づいた追加解析等を行った。 

 

２．がん罹患情報の取得 

 

本事業では、第Ⅵ期を開始した平成 27 年度から、放射線被ばくによる健康影響、特にがん

発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標として死亡に加え、がん罹患も用いることと

している。令和 4 年度は、厚生労働大臣から許諾された診断年 2016～2019 年全国がん登録

情報について、国立がん研究センターの全国がん登録データベースとのリンケージにより調

査対象者のがん罹患情報を取得し、疫学 DB と合わせて利用するがん罹患情報のデータベー

ス（以下「がん罹患情報 DB」という。）を更新した。また、更新したがん罹患情報を用いて

罹患リスク解析等を行った。さらに、診断年 2016～2020 年全国がん登録情報についても利

用申請の手続きを実施した。 
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３．委員会活動 

 

本事業の的確かつ円滑な実行を目的として、個人情報の取扱い及び疫学研究に係る倫理的

事項について審査を行う「倫理審査・個人情報保護委員会」並びに調査研究計画、調査の実

施方法及びがん罹患情報の活用方策について審査を行う「調査研究評価委員会」を設置した。

また、「平成 28 年度放射線疫学調査あり方検討会」が策定した報告書を踏まえ、「放射線疫学

調査あり方検討会フォローアップ委員会」を設置し、令和 5 年度以降の事業方針について審

査を受けた。 

 

４．本事業の理解促進活動 

 

４．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

調査結果等について広く周知し、事業対象者の協力を得るために当協会ホームページ、放

影協ニュース等による情報発信を行った。 

 

４．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、論文投

稿を行い、4 編が公表された。また、12 演題の学会発表を行った。 
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Ⅱ．事業内容 

 

１．調査対象者に関する情報の更新等業務 

 

１．１ 調査対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

第Ⅵ期調査（平成 27 年度～令和元年度）において設定した約 8 万人のコホートについて、

中央登録センターから令和 3 年度までの被ばく線量情報等の提供を受け、疫学 DB に反映し

た。また、入手した記録線量を臓器線量に換算した。 

 

１．２ 調査対象者の生死等に関する情報の更新 

調査対象者の死因情報及びがん罹患情報の取得等を確実に実施するために、調査対象者の

住所地及び生死の情報を可能な限り最新の状態に保つ必要がある。調査対象者の住所地及び

生死の確認（以下「生死追跡調査」という。）は、個人情報保護に留意しつつ、全国の市区町

村（特別区及び政令市の行政区を含む。以下、同様。）から住民票の写し等を取得することに

より行い、その結果の集計及び疫学 DB の更新を行った。 

 

（１）生死追跡調査 

平成 30 年度までは、住民基本台帳法において消除された住民票（以下「除票」と言う。）

の保存期間は 5 年間と定められていたことから、1 人の調査対象者について少なくとも 4

年に 1 度の頻度で生死追跡調査を行ってきた。令和元年に同法が改正され、除票の保存期

間が従来の 5 年間から 150 年間に延長されたが、がん罹患情報を取得するに当たり、調査

対象者の最新の住所情報を必要とすることから、引き続き同じ頻度で生死追跡調査を行う

こととしている。本年度は平成 27 年度から令和元年度に実施した意思確認調査において、

本疫学調査の対象者となることに同意した 81,527 人より令和 4 年 3 月 31 日までに同意

を撤回した 23 名を除いた 81,504 人のうち 30,050 人について生死追跡調査を行った。 

以下に、本年度の生死追跡調査の結果を報告する。 

 

１）住民票の写し等の交付請求及び取得 

ⅰ）住民票の写し等の交付請求 

本年度は、(a)本年度中に当該調査対象者についての直近の生死追跡調査から 4 年が

経過する者（平成 30 年度の生死追跡調査で住民票の写しを取得した者のうち、令和 3

年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（令和元年度に住民票の写

しを取得した者）のうち一部の者、(b)前年度（令和 3 年度）の生死追跡調査において

住民票の写し等の交付請求先の市区町村から他の市区町村への転出が判明した者並び

に(c)前年度（令和 3 年度）の生死追跡調査において「該当者なし」等の理由で住民票

の写し等を交付されなかった者のうち、再調査を行うこととした者、計 30,050 人の調

査対象者について、1,390 市区町村に対し住民票の写し等の交付を請求した。 

本年度、住民票の写し等を請求した調査対象者の内訳は表１.１の通りである。 
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ⅱ）住民票の写し等の取得 

ⅰ）の住民票の写し等の交付請求により住民票の写し等を取得した者及び取得できなか

った者は、その内容により以下の通りの区分に分類し、整理している。 

① 住民票の写しを取得した者（氏名、住所等が変更されていないもの） 

② 住民票の写しを取得した者（氏名、住所等が変更されているもの） 

③ 除票の写しを取得した者（死亡による消除） 

④ 除票の写しを取得した者（転出（海外への転出を含む。）による消除） 

⑤ 住民票を確認できなかった者（「該当者なし」（調査対象者が当該の市区町村の住民で

はなく、当該調査対象者の住民票が作成されていないことによる）のため） 

⑥ 住民票を確認できなかった者（住民票の消除後 5 年（保存期限）以上経過のため） 

⑦ 除票の写しを取得した者（不在住等の事由による市区町村長の職権による消除） 

⑧ その他 

 

本年度は、住民票の写し等の交付を請求した 1,390 市区町村の全ての市区町村から、計

30,050 人の調査対象者について、住民票の写し等の交付等による回答を得た。本年度に住

民票の写し等の交付を請求した調査対象者のうち住民票の写し等を取得した者及び取得

できなかった者の内訳は表１.２の通りである。区分①②④に該当する 29,015 人は生存を

示す。【巻末参考資料 26 頁 表１.１参照】 
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表１.１ 本年度に住民票の写し等の交付を請求した調査対象者の内訳 

 

 請求の内訳 人数  

 (a) 前回住民票の写しを取得した者注-1 28,276  

 (b) 前回転出除票の写しを取得した者注-2 1,773  

 (c) 前回「該当者なし」等の回答を得た者注-3 1  

 合計 30,050  
    

注-1 直近の生死追跡調査から 4 年が経過する者（平成 30 年度の生死追跡調査において住民票の写し

を取得した者のうち令和 3 年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（令和元年

度に住民票の写しを取得した者）のうち一部の者の調査 

注-2 前年度（令和 3 年度）の生死追跡調査において他の市区町村への転出が判明した者の調査 

注-3 前年度（令和 3 年度）の生死追跡調査において、「該当者なし」等の回答を得た者のうち一部の者

の再調査 

 

 

 

 

 

表１.２ 本年度に住民票の写し等を取得した者及び取得できなかった者の内訳 

  （令和 5 年 1 月現在） 

区分 人数 

住民票の写しを取

得した者 
①② 27,178 

除票の写し（転出）

を取得した者 
④ 1,837 

 内、国内の他市区町村への転出 1,820 

 内、海外への転出 17 

除票の写し（死亡）

を取得した者 
③ 1,030 

該当者なし等の回

答を得た者 
⑤⑥⑦ 5 

その他（不交付） ⑧ 0 

合計 30,050 
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２）平成 27 年度以降の生死追跡調査の状況（累計） 

第Ⅵ期調査（平成 27 年度～令和元年度）に実施した意思確認調査及び生死確認調

査において、本疫学調査の調査対象者となることに同意した 81,527 人が第Ⅶ期調査

（令和 2 年度～令和 6 年度）以降の生死追跡調査の対象となる。本年度の生死追跡調

査の結果を反映し、平成 27 年度以降の調査対象者の生死追跡状況を集計した。 

令和 5 年 1 月現在で次のとおりとなった。(1) 生存者は 77,675 人（男性 76,840 人、

女性 835 人）、(2) 死亡者は 3,393 人（男性 3,387 人、女性 6 人）、(3)調査の結果追跡

できなくなった者は 435 人（男性 427 人、女性 8 人）、(4)同意を撤回した者は 24 人

（男性 24 人、女性 0 人）となった。 

詳細は表１.３の通りである。【巻末参考資料 27 頁 表１．２参照】 

 

３）平成 3 年度以降の生死追跡調査の状況（年度推移） 

全国の市区町村から住民票の写し等を取得することによる生死追跡調査を開始し

て 32 年が経過した。その間の生死追跡調査の状況（年度推移）を図１.１に示す。 

 

４）生死追跡調査における「脱落」等の発生 

ⅰ）追跡先住所不明 

住民票の写し等の取得による生死追跡調査において、市区町村から「該当者なし」

の回答を受けた調査対象者のうち、前年度までの調査において住民票の写しを取得

した者については、当該住民票の写しのコピーを当該市区町村に提示し、再度、住

民票の写し等の交付請求を行うこととしており、再度請求しても取得できない場合

は「脱落」となる。 

また、「該当者なし」と回答された調査対象者のうち、前年度までの調査で転出除

票を取得したが、転出予定先に転入していなかった者については、転出元の住所地

の市区町村に、次年度、住民票の写し等の交付請求を行うこととしており、そこで

住民票の写し等が取得できなければ「脱落」となる。この様に、調査対象者が転出

先の市区町村で転入の手続きをしないこと等により、調査対象者の住所が不明とな

ることがあるため、「脱落」が発生する。 

その他、職権消除のため除票の写しを取得した者については「脱落」として扱う

こととしている。 

本年度は 5 人（本年度の調査対象人数の 0.02％に相当）の「脱落」があった。特

に該当者が少ない累積被ばく線量 50mSv 以上の調査対象者（以下「50mSv 以上群」

という。）の「脱落」はなかった。 

 

ⅱ）海外転出 

海外への転出が判明した調査対象者については、以降の追跡が困難であるため、

生死追跡調査を継続しないこととしている。 

本年度は 17 人（本年度の調査対象人数の 0.06％に相当）の海外転出があった。 
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50mSv 以上群からの「海外転出」はなかった。 

 

ⅲ）住民票の写し等の不交付 

住民基本台帳法が平成 19 年に一部改正（平成 20 年 5 月 1 日施行）されたことに

伴い住民基本台帳事務処理要領も併せて改正され、第三者による住民票の写しの交

付請求がより厳格化された。以降、市区町村の判断によっては住民票の写し等が、

本人の同意書が無い場合は交付されない事例が生じた。住民票の写し等の請求先と

なった市区町村に対しては、本疫学調査の意義を説明すること等により、市区町村

の理解及び協力を得ることに努めているが、それでも住民票の写し等が交付されな

い場合は、意思確認調査において受領した当該の調査対象者の同意書を添付して交

付請求を行うこととしている。本年度は 127 市区町村に住所を持つ調査対象者につ

いては、同意書を添えて住民票の写し等の交付請求を行った。 

前述のとおり、不交付はなかった。 

 

ⅳ）同意撤回 

平成 27 年度から令和元年度に実施した意思確認調査において、本疫学調査の調

査対象者となることに同意した者は 81,527 人であったが、同意撤回の申請をした

者が令和 4 年度末までに合計 24 名となった。 

令和 2 年度     20 名 

令和 3 年度      3 名 

令和 4 年度      1 名 

 

表１.３ 令和 2 年度以降の生死追跡状況（累計） 

 （令和 5 年 1 月現在）  

 追跡結果 人数 (男 女 )  

 (1) 生存  77,675 ( 76,840 835)  

 (2) 死亡  3,393 ( 3,387 6)  

 (3) 脱落  459 ( 451 8)  
 （脱落の内訳）   

 住所不明等注-1  435 ( 427 8)  

 不交付注-2  0 ( 0 0)  

 同意撤回注-3  24 ( 24 0)  

  合計  81,527 ( 80,678 849 )  

注-1 調査対象者本人から入手した住所情報に基づいて行う住民票の写し等の請求において、該当者なしの回答を

得た、又は除票の保存期間経過、職権消除、海外転出等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した

調査対象者の数 

注-2 市区町村の協力を得られなかったことにより、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

注-3 同意後、撤回を申し出た調査対象者の数 
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     図１.１ 平成 3 年度以降の生死追跡調査の状況（年度推移） 

（２）疫学 DB の管理等 

本疫学調査の実施に当たっては、平成 11 年 3 月までに放射線業務従事者として登録した

者のうち調査対象者となった 277,128 人についての情報を収めた疫学 DB を、インターネ

ット及び当協会の計算機ネットワークから独立した計算機上に構築している。このデータ

ベースの管理のために開発した「放射線疫学調査に係る情報処理システム」（以下「情報処

理システム」という。）により、年度毎に行う生死追跡調査の対象者の抽出、市区町村長に

提出するための住民票の写し等の請求書類の作成、交付を受けた住民票の写し等の記載事

項等の計算機への入力並びに疫学 DB に登録された情報の更新及び修正を行ってきた。現

在は、平成 27 年度から令和元年度にかけて実施した意思確認調査により本疫学調査の調査

対象者となることに同意した約 8 万人の調査対象者について疫学 DB を更新することとし

ている。一方、意思確認調査により不同意の意思を表明した者については、疫学 DB の個人

情報を匿名化した。 

本年度は生死追跡調査において新たに入手した住民票の写し等の情報に基づき、疫学 DB

を更新した。そのうち、転居（同じ市区町村での引越し）による住所の変更又は氏名の変更

があった者は 1,358 人、転出による住所変更があった者は 1,837 人、死亡した者は 1,030

人、該当者なし等により追跡できなかった者は 5 人であった。 

また、疫学 DB 及び情報処理システムについては、定期的に保守点検を行うことにより、

その正常維持を図るとともに、データのバックアップを定期的に行い、データを適正に保管

している。 

 

１．３ 調査対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、人口動態調査死亡票の調査票情

報の継続使用の申請を厚生労働省に対して行い、令和 4 年 4 月 4 日に承認を受けた。承認を
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受けた後、調査票情報に基づいて、放射線と生活習慣、社会経済情報とのリスク比較【巻末

参考資料 43 頁 ３．２（１）、59 頁 ３．３（１）及び 60 頁３．３（２）参照】、潜伏期の変

更による放射線リスク推定値への影響の検討【巻末参考資料 62 頁 ３．３（４）参照】、喫煙

調整による放射線リスク推定値への影響の検討【巻末参考資料 58 頁 ３．２（４）及び 65 頁

３．３（７）参照】についての論文投稿、学会発表を行った。 

 

２．がん罹患情報の取得 

 

平成 26 年度までの本疫学調査では、主に被ばく線量とがん死亡との関係を解析することで、

低線量放射線の健康影響を評価してきたが、医療技術の進展等に伴いがんの致死率（致命率）

が低下している現状を考慮し、健康指標として死亡だけでなく、がん罹患も調査することによ

り、より精度の高い健康影響の評価を行うことが必要となった。がん罹患情報に関しては、か

つて一部の都道府県で地域がん登録制度があるのみであったが、平成 28 年 1 月に全国がん登

録制度が発足し、居住地域に関わらず全国のがん罹患者の情報が全国がん登録データベースで

一元管理されることとなった。これらの状況に鑑み、平成 27 年度の調査研究評価委員会におい

て、放射線被ばくによる健康影響、特にがんの発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標

としてがん罹患を新たに加えることを決定した。また、同委員会において、がん罹患情報を利

用するために必要となる法的根拠、申請手続、全国がん登録データベース届出項目を確認する

とともに、利用可能時期、疫学調査解析での利用法等について審議した。特に、がん罹患情報

管理システムを開発するための要件定義として、全国がん登録データベースから提供を受ける

項目を確認した。 

平成 28 年度には、調査研究評価委員会において、国における全国がん登録データベース整備

の進捗状況、利用手続マニュアル等の整備状況等を報告するとともに、がん罹患リスクの評価

に用いる臓器線量構築について検討を行った【「２．２ 臓器線量の再構築等の活用方策につい

て」参照】。 

平成 29 年度には、調査研究評価委員会において、全国がん登録データベースの利用申請方法

等について検討を行った。 

平成 30 年度には、調査研究評価委員会において、公開された診断年 2016 年全国がん登録情

報の概要を報告し、利用方針についてより具体的に検討を行った。 

令和元年度には、提供が開始された診断年 2016 年全国がん登録情報について、法第 17 条第

1 項第 3 号の規定に基づき「非匿名化情報」の利用申請を行い、承認後に疫学 DB とのリンケ

ージを行った。調査研究評価委員会及びあり方検討会フォローアップ委員会では、公表された

診断年 2016 年全国がん登録情報の精度、疫学 DB と全国がん登録データベースとのリンケー

ジ結果データの集計方法等について検討を行った。 

令和 2 年度には、診断年 2016～2017 年全国がん登録情報について、利用申請を行い、承認

後に疫学 DB とのリンケージを行った。調査研究評価委員会等において、リンケージ結果デー

タの集計方法及び集計結果等について検討を行った。 

令和 3 年度には、診断年 2016～2018 年全国がん登録情報について、利用申請を行い、承認
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後に疫学 DB とのリンケージを行った【巻末参考資料 28 頁 図１．３．１参照】。リンケージ

結果データに基づき部位別第一原発がん罹患数の集計を行った【巻末参考資料 28 頁 図１．３．

２及び 29 頁 表１．３．３参照】。 

 

２．１ 全国がん登録情報の更新 

診断年 2016～2019 年全国がん登録情報について、当協会理事長から厚生労働大臣に対し

て行った利用申請に対し、6 月に全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会、8 月に

がん登録部会が開催され、9 月に応諾の通知を厚生労働大臣から受け取った。その後、疫学

DB と全国がん登録データベースをリンケージするために、リンケージ用外部照合データ約

27 万件を作成し、国立がん研究センターに送付した。リンケージの結果、がん罹患情報を付

加したリンケージ結果データが令和5年1月に提供された。リンケージ結果データに基づき、

がん罹患情報 DB を更新し、更新したがん罹患情報を用いて罹患リスク解析等を行った。さ

らに、診断年 2016～2020 年全国がん登録情報についても利用申請の手続きを実施した。 

 

２．２ 臓器線量の再構築等の活用方策について 

平成 27 年度以降の本疫学調査では、評価指標として従来の死亡に加え、平成 28 年に始ま

った全国がん登録制度のがん罹患情報を利用することとなった。これに伴い、線量について

は、従来、線量計等の記録線量である個人線量当量をそのままリスク推定に用いていたが、

放射線リスク評価の国際比較可能性を高めるために、海外の放射線疫学調査で用いられてい

る組織・臓器吸収線量を用いることとして、平成 29 年度及び平成 30 年度に臓器線量構築検

討会を設置し、検討を行った。 

平成 30 年度には、線量計レスポンスの試験の実施、日本人成人男性モデルの臓器線量換算

係数の推計並びに日本の原子力発電所における光子エネルギー及びジオメトリ分布に関する

先行研究の調査を経て、記録線量から組織・臓器吸収線量への換算係数を構築し、同検討会

報告書にとりまとめた。 

令和元年度には、同検討会報告書の換算係数に基づき、第Ⅴ期（平成 22 年度～平成 26 年

度）解析対象者について、1957～2010 年の記録線量から組織・臓器吸収線量への試算を行っ

た。 

令和 2 年度には、試算した組織・臓器吸収線量を用いて第Ⅴ期解析対象者について再解析

を行い、従来の記録線量を用いた解析結果と同様に喫煙調整により放射線リスク推定値が下

がる傾向を示すことを確認した。また、今後は記録線量以外に臓器吸収線量を用いたリスク

解析を行うことから、解析システムにおいて、臓器線量構築検討会報告書で取りまとめた臓

器線量換算係数を用いて、調査対象者の 14 組織・臓器（結腸、赤色骨髄、食道、胃、肝臓、

胆嚢、脾臓、肺、膵臓、前立腺、膀胱、腎臓、脳、心臓）別の吸収線量を計算し、リスク解析

に用いる線量を容易に選択できる機能を追加した。 

 

令和 3 年度には、令和 2 年度に計算した組織・臓器吸収線量を用いて、第Ⅴ期解析対象者

について部位別がん死亡リスクの再解析を行い、第 66 回 Health Physics Society 年次総会
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で学会発表を行い、また、Journal of Radiological Protection 誌に論文発表を行った。再解

析結果は、臓器吸収線量を用いても先行研究（工藤他 2018 年）と同様のリスク推定結果が得

られることを示し、このことは臓器吸収線量を用いたとしても、喫煙交絡は J-EPISODE に

とってバイアス要因であることを示唆している。 

また、福島第一原子力発電所緊急作業者が緊急作業に従事した際の記録線量（以下「緊急

作業線量」という。）についても通常作業線量に含めて分析する方針が令和 2 年度調査研究評

価委員会及びあり方検討会フォローアップ委員会において承認されたことから、緊急作業線

量を臓器吸収線量に換算する前提として、中央登録センターにおいて実効線量として記録さ

れている緊急作業線量を、指定解除記録【巻末参考資料 29 頁 １．３．４参照】を用いて外

部・内部被ばく線量に分割する方法を検討し、日本放射線影響学会第 64 回大会において学会

発表を行った。これによって、指定解除記録を利用する方法は有効であるとともに、指定解

除記録がまだ中央登録センターにない者がいるという課題が判明した。また空気中 I-131/Cs-

137 濃度比【巻末参考資料 30 頁 １．３．５参照】を用いて内部被ばく線量（預託実効線量）

から I-131/Cs-137 別預託実効線量を推計する方法について検討し、第３回日本放射線安全管

理学会・日本保健物理学会合同大会において学会発表を行った。これによって、I-131 及び

Cs-137 による組織・臓器吸収線量（例えば、結腸吸収線量）換算係数が得られるが、推定値

の不確かさが課題であることが判明した。 

これらの検討を踏まえ、緊急作業線量から臓器吸収線量を構築する手法の確立を目的とし

て、次の外部専門家 4 人で構成される「緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会」を設

置し、令和 3 年度内に 2 回開催した。 

 

  緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会 委員構成（五十音順、〇：座長） 

○甲斐 倫明 学校法人文理学園 日本文理大学 新学部設置準備室 教授 

栗原 治  国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所  

計測・線量評価部長 

佐藤 薫  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 

放射線挙動解析研究グループ 研究主幹 

辻村 憲雄 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

放射線管理部 研究主席 

 

本検討会では、当協会から、緊急作業における被ばくの状況、利用可能なデータ、年度別

臓器吸収線量構築に当たっての検討課題について説明を行い、以下の議論を行った。また、

今後引き続き検討を進めることが確認された。 

 

⚫ 本疫学調査（J-EPISODE）で利用可能なデータの入手経路及び利用する際の制約を明

確にすること。内部被ばく線量について、利用可能なデータが評価結果である預託実

効線量のみである場合は、その評価プロセスを可能な限り明確にすること。 

⚫ 協会の説明では預託実効線量を被ばくに寄与する核種ごとに分割する方法（以下「核
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種分割」という。）に関して、その対象を I-131 と Cs-137 のみとしているように見え

るが、Cs-134 を追加するとともに、Cs-137 と Cs-134 の存在比が同程度であったこと

を明記すること。 

⚫ 核種分割に作業環境の空気中濃度比を用いる場合、それを利用することによる不確か

さを評価すること。 

⚫ 実測データが存在しない短半減期核種について、考慮しなくてもよいと判断するため

の先行研究等の根拠について情報収集すること。 

⚫ 核種分割に作業環境の空気中濃度比を用いる場合、個人別に摂取日を考慮する必要が

ある。その際、指定日【巻末参考資料 29 頁 １．３．４参照】を摂取日と仮定する場

合、指定日と実際の摂取日との違いが、どの程度臓器吸収線量に影響するのかを評価

しておくこと。 

⚫ 臓器吸収線量の不確かさの評価について、複数の摂取シナリオ（例えば、I-131 が支配

的な時期、I-131 と Cs（Cs-134 及び Cs-137）が同程度になった時期、I-131 の影響が

なくなった時期等）を用いた感度分析的アプローチ等を別途検討すること。 

⚫ 外部被ばくでは、Cs-134、Cs-137、短半減期核種等の光子エネルギーに留意すること。

また、使用された個人線量計タイプを確認すること。 

 

令和 4 年度は、令和 3 年度の検討会でおおむね了承された緊急作業線量から臓器線量への変換

方法を踏まえ、臓器線量変換の不確かさを更に検討した。 

先行研究等のみではデータの不足、不明確のため、臓器線量構築の不確かさの要因となってい

た以下の点に関連して、東京電力ホールディングスから情報を取得した。 

①指定年月日の取り扱いのルール 

②使用した個人線量計の種類 

③代表者運用の実際 

④滞在中線量及び移動中線量のモデル線量 

⑤未指定解除者の外部・内部線量データの提供 

この結果、指定年月日は緊急作業従事開始日であり、急性被ばくシナリオの下では、摂取年月

日と同じであることが確認できた。 

また、緊急作業線量から臓器線量への変換方法及びその不確かさについては、第 67 回 Health 

Physics Society 年次総会及び放射線影響学会で口頭発表を行い、また、The 6th European 

Radiation Protection Week（ERPW 2022）でポスター発表を行った。 

緊急作業による I-131 摂取に基づく甲状腺吸収線量が関心を集めていることから、それと合算

して甲状腺がん罹患リスク解析に用いるため、光子外部被ばく線量指示値から甲状腺吸収線量へ

の換算係数を作成した。 

 

これらを踏まえて、検討会を令和 5 年 3 月 27 日に開催(web)し、進捗状況の報告と報告書案の審

議を行い、以下の議論を行った。その結果、検討会は「緊急作業線量の臓器線量構築に関する検

討会報告書」をとりまとめた。今後は、報告書に基づいて、緊急作業線量の組織・臓器、年度別吸
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収線量を再構築する予定である。 

⚫ 外部被ばく線量分布に偏りがある要因として、モデル線量が影響している可能性に留

意する必要がある。 

⚫ 代表者線量については、代表者運用を行った作業グループの数、その際の線量等の具

体的情報が明らかではなく、特段の進展はないこと、今後も情報が得らえる可能性は

少ないことは理解できた。 

⚫ 臓器線量の推計は不確かさを伴うが、計算の過程を明示してあれば、特段の問題はな

い。疫学のリスク推定に臓器線量を用いる際には、不確かさを考慮する必要がある。 

⚫ Te-132 による被ばくの取扱いに係る仮定など、不確かさの要因となる事項については、

NEWS （（独法)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所による福島第一原子力発

電所緊急作業従事者を対象とした放射線業務従事者の健康影響に関する疫学調査）に

おける研究の動向に関する情報収集や、NEWS との連携を続けるようにとの指示を受

けた。 
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３．委員会活動 

 

Web 会議は Zoom Meeting で実施し、hybrid 会議は現地参加と Zoom Meeting を併用した。い

ずれの場合も事務局及び現地参加者は放射線影響協会 大会議室より出席した。 

 

３．１ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会（第１回） 

(1) 開催日：令和 4 年 11 月 17 日 14 時 00 分～16 時 10 分（web 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

飯本 武志 国立大学法人 東京大学 環境安全本部 教授（欠席） 

岩崎 利泰 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 研究統括室 

原子力(放射線安全)分野統括 

兒玉 和紀 公益財団法人 放射線影響研究所 業務執行理事 

〇祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授 

高田 千恵 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

放射線管理部次長 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

西本  寛 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 総合医療情報センター長 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

・今年度事業の進捗状況 

・がん罹患情報の取得 

2) 審議事項 

・人口動態統計のミクロデータの利用について 

・緊急作業線量の構築について 

・第Ⅶ期調査解析案 

(4) 議事概要（主なもの） 

  1) 報告事項 

今年度事業の進捗状況（生死追跡調査の進捗状況、線量情報の取得、死因情報及び罹

患情報の取得、論文投稿及び学会発表）並びにがん罹患情報の利用状況（令和 4 年度の

利用申請、データリンケージの進捗、利用者マニュアルの改訂）について事務局より報

告した。 

委員からは、全国がん登録情報の取得・利用に関して安全管理措置の基準が厳しくな

ってきているなか、協会は他の利用機関と比べて問題なく申請手続きが実施出来ている

との講評を受けた。 

  2) 審議事項 

個人情報を扱うためのセキュリティが確保された施設として総務省の承認を受け大学

や行政機関に設置が認められたオンサイト拠点の利用については、本事業の仕様で求め
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られる放射線疫学調査ファイルの更新が出来ないなどメリットがなく、現時点ではオン

サイト施設の利用は見送ることとした。緊急作業線量の臓器線量構築については、今後、

東京電力ホールディングスからの情報提供を受けた上で、緊急作業線量の臓器線量構築

に関する検討会でその取り扱いを判断するとした。第Ⅶ期調査解析案については、解析

対象として甲状腺がん（がん罹患のみ）、そして心血管疾患についてはサブタイプについ

ても考慮するなどの指示を受け、次回委員会において最終案を作成することとした。 

 

３．２ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会（第２回） 

(1) 開催日：令和 5 年 3 月 2 日 10 時 00 分～12 時 00 分（hybrid 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

飯本 武志 国立大学法人 東京大学 環境安全本部 教授 

岩崎 利泰 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 研究統括室 

原子力(放射線安全)分野統括 

兒玉 和紀 公益財団法人 放射線影響研究所 業務執行理事 

〇祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授 

高田 千恵 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

放射線管理部次長 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

（欠席） 

西本  寛 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 総合医療情報センター長 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

 ・今年度事業の進捗状況 

 ・大腸がん罹患の概要 

 ・観察期間の延長のシミュレーション 

2) 審議事項 

 ・第Ⅶ期調査解析の予備解析 

(4) 議事概要（主なもの） 

  1) 報告事項 

今年度事業の進捗状況のうち前回報告以降の進捗、本調査の解析対象集団の 2016 年

～2018 年におけるがん罹患件数と生活習慣調査で得た健康診断受診歴等の健康意識指

標との関連、及び第Ⅶ期調査において設定したコホートの推定過剰相対リスクが今後ど

のように変化するのかのシミュレーション結果について、事務局より報告した。 

委員からは、上皮内がんをがんに含めるかについて、当面は大腸がんに限定して検討

を進めればよいとの指示を受けた。また、手続き的に可能であれば学会における発表内

容の概要の本委員会メンバーへの共有、調査の進捗について電力会社等に出向いて分か

りやすく伝えるといった活動の実施について検討してはどうかとの指示を受けた。 
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  2) 審議事項 

第Ⅶ期調査の解析スケジュールに関して、コホート全員に対する死因照合については

今年（令和 5 年）中に人口動態統計データの提供を受け、来年度（令和 5 年度）中に解

析に着手すること、がん罹患については来年度に罹患データの提供を受け解析を始める

ため来年度中の解析終了は難しいとの説明が事務局よりあった。また、委員からは、前

回委員会で検討された第Ⅶ期調査解析案の最新版を次回委員会で提出するようにとの指

示を受けた。 

 

３．３ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会（第１回） 

(1) 開催日：令和 4 年 12 月 14 日 10 時 00 分～12 時 00 分（web 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

岡村 智教 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学 教授 

甲斐 倫明 学校法人文理学園 日本文理大学 新学部設置準備室 教授 

祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授 

玉腰 暁子 国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究科 教授 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

土居 主尚 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 

主任研究員 

〇吉村 健清 学校法人 産業医科大学 名誉教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

・今年度事業の進捗状況 

・がん罹患情報の取得 

2) 審議事項 

・人口動態統計のミクロデータの利用について 

・緊急作業線量の臓器線量構築について 

・第Ⅶ期調査解析案 

(4) 議事概要（主なもの） 

  1) 報告事項 

今年度事業の進捗状況（生死追跡調査の進捗状況、線量情報の取得、死因情報及び罹

患情報の取得、論文投稿及び学会発表）並びにがん罹患情報の利用状況（令和 4 年度の

利用申請、データリンケージの進捗、利用者マニュアルの改訂）について事務局より報

告した。 

委員からは、本疫学調査の有用な特徴である生活習慣情報を今後も随時更新していく

ことが可能か検討を行うよう指示を受けた。 

  2) 審議事項 

人口動態統計のミクロデータの利用については、現時点では協会がオンサイト拠点と
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なる必要性はなく時期尚早であることが承認された。緊急作業線量の臓器線量構築につ

いては、将来的に NEWS との結果の対照が必要になることから、線量分布などの集計結

果を NEWS 側と突き合わせる機会をもつべきとの指示があった。2016 年に公表した「放

射線疫学調査のあり方に関する報告書」について、全体集団の解析を主解析とするとし

た令和 2 年度の本委員会の決定を踏まえた補遺案を作成し、次回委員会までに委員の意

見を集約するようにとの指示を受けた。 

 

３．４ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会（第２回） 

(1) 開催日：令和 5 年 3 月 8 日 10 時 00 分～12 時 00 分（hybrid 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

岡村 智教 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学 教授 

甲斐 倫明 学校法人文理学園 日本文理大学 新学部設置準備室 教授（欠席） 

祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授（欠席） 

玉腰 暁子 国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究科 教授 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

土居 主尚 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 

主任研究員 

〇吉村 健清 学校法人 産業医科大学 名誉教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

 ・今年度事業の進捗状況 

 ・大腸がん罹患の概要 

 ・観察期間の延長のシミュレーション 

 ・放射線疫学調査のあり方に関する報告書（2016）の補遺について 

2) 審議事項 

 ・第Ⅶ期調査解析の予備解析 

 (4) 議事概要（主なもの） 

  1) 報告事項 

今年度事業の進捗状況のうち前回報告以降の進捗、本調査の解析対象集団の 2016 年

～2018 年におけるがん罹患件数と生活習慣調査で得た健康診断受診歴等の健康意識指

標との関連、及び第Ⅶ期調査において設定したコホートの推定過剰相対リスクが今後ど

のように変化するのかのシミュレーション結果について、それぞれ事務局より報告した。

また前回委員会で指示のあった「放射線疫学調査のあり方に関する報告書」の補遺につ

いて、委員の意見を反映し本委員会で配付した版を最終版とし、協会ホームページに公

開することが承認された。【巻末参考資料 31 頁参照】 

  2) 審議事項 

第Ⅶ期調査解析の予備解析の結果について、今後の解析において既往歴のある調査対

象者を除外すること、及び観察開始初期の人年、死亡、罹患を除外することについて、
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また年齢によるリスクの違いについて、それぞれ検討するようにとの指示を受けた。 

 

３．５ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会（第１回） 

(1) 開催日：令和 4 年 12 月 22 日 14 時 30 分～16 時 30 分（web 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

○浦川道太郎 学校法人 早稲田大学 名誉教授・弁護士 

栗原千絵子 学校法人 神奈川歯科大学 特任教授 

佐々木秀智 学校法人 明治大学 法学部 教授 

広田すみれ 学校法人 東京都市大学 社会メディア学科 教授 

宮島 康高 株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニット原子力事業統括本部  

放射線管理センター長 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

・今年度事業の進捗状況 

・韓国の個人情報保護法の動向 

・公的統計のオンライン利用について 

2) 審議事項 

・第Ⅶ期調査解析案 

 (4) 議事概要（主なもの） 

  1） 報告事項 

韓国における個人情報保護法改正後の動向について、公開された文献に基づいて取り

纏め報告を行った。 

委員からは、引き続き韓国における最新動向、及び日本疫学会における韓国側の発表

内容について発表者の確認・許可を得て次回委員会において報告を行うこと、またヨー

ロッパなど諸外国における個人情報保護の動向とそれを反映して放射線疫学調査がどう

行われているかについて、引き続き調査を行い定期的な報告を行うよう指示を受けた。 

  2） 審議事項 

     第Ⅶ期調査解析案については、解析手法の説明に関する表現について修正の指示を受

け、承認を得た。また学術研究の除外規定の協会への適用可能性について引き続き調査

を行うよう指示を受けた。 

 

３．６ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会（第２回） 

(1) 開催日：令和 5 年 3 月 17 日 10 時 00 分～11 時 30 分（web 会議） 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

○浦川道太郎 学校法人 早稲田大学 名誉教授・弁護士 

栗原千絵子 学校法人 神奈川歯科大学 特任教授 

佐々木秀智 学校法人 明治大学 法学部  教授 



 

20 

 

広田すみれ 学校法人 東京都市大学 社会メディア学科 教授 

宮島 康高 株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニット原子力事業統括本部 

放射線管理センター長 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

・今年度事業の進捗状況 

・韓国の個人情報保護法の動向 

・学術研究の除外規定の協会への適用可能性について 

2) 審議事項 

 ・第Ⅶ期調査解析の予備解析 

 (4) 議事概要（主なもの） 

  1） 報告事項 

今年度事業の進捗状況のうち前回報告以降の進捗、韓国における個人情報保護法改正

と放射線疫学調査の動向に関連した日本疫学会学術総会における韓国側専門家の発表概

要及び学術研究の例外規定の協会への適用可能性に関する前回報告以降の調査の進捗に

ついて、それぞれ事務局より報告した。 

委員からは、韓国における個人情報保護制度に関して、対象者との同意を必要とせず

に二次データとのリンケージが認められる特例が示された法律の原文を韓国側から提供

を受け、記載内容を確認するよう指示を受けた。また、学術研究の例外規定の協会への

適用可能性に関する今後の方針として、あらかじめガイドライン等について十分把握し

たうえで、関連省庁及び個人情報保護委員会への確認並びに本委員会での継続的な議論

を行うようにとの指示を受けた。 
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４．本事業の理解促進活動  

 

本事業の理解促進活動として、以下の学会発表、論文投稿等を行った。  

 

４．１ ホームページ、放影協ニュースによる放射線疫学調査関連情報の周知 

（１）ホームページ  

令和 4 年度は以下の更新を行った。 

更新日 更新内容 

6/16 日本産業衛生学会の発表要旨の掲載 

8/17 Health Physics Society の発表要旨の掲載 

9/27 日本放射線影響学会の発表要旨の掲載 

9/27 Health Physics への論文掲載の告知 

11/8 European Radiation Protection Week の発表要旨の掲載 

11/8 Radiation Research Society の発表要旨の掲載 

12/16 日本保健物理学会の発表要旨の掲載 

2/20 日本疫学会の発表要旨の掲載 

 

（２）放影協ニュース （巻末参考資料 35～42 頁参照） 

放射線影響協会の広報誌である放影協ニュースにおいて、以下の学会参加報告を行っ

た。 

① 日本疫学会第 32 回学術総会（Web 開催）への参加報告（2022 年 4 月号） 

② 第 95 回日本産業衛生学会に参加して（2022 年 7 月号） 

③ 日本放射線影響学会第 65 回大会（現地開催）に参加して（2022 年 10 月号） 

④ Health Physics 2022 に参加して（2022 年 10 月号） 

⑤ 第 4 回日本保健物理学会・日本放射線安全管理学会合同大会に参加して（2023 年 1

月号） 

⑥ ERPW 2022 に参加して（2023 年 1 月号） 
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⑦ Radiation Research Society’s 68th Annual Meeting に現地参加して（2023 年 1 月

号） 

 

４．２ 国内外の論文投稿・学会発表による発信 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、本

疫学調査 J-EPISODE の概要（学会発表⑩、論文④）、記録線量から臓器線量への変換に

関する検討（学会発表③⑤⑥）、全国がん罹患情報との照合に関する検討（学会発表⑪）、

第Ⅴ期（平成 22 年度～平成 26 年度）調査対象者の疫学 DB を使用した最新の解析結果

（学会発表①②④⑦、論文①）、新コホートを対象とした解析計画と特性の検討（学会発

表⑧⑨⑫）、及び放射線疫学調査の総説（論文②③）について、計 4 編の論文が公表され、

12 演題の学会発表を行った。 

 

（１）論文 （巻末参考資料 43～58 頁参照） 

① A Risk Comparison of Non-cancer Mortality between Lifestyle, Socioeconomic 

Status, and Radiation among Japanese Nuclear Workers (J-EPISODE). Health 

Phys. 123, 464-475, 2022. 

② 放射線科医・放射線技師を対象とした疫学研究結果のレビュー. 日本診療放射線技師

会誌 2022 年 11 月号 

③ 原子力施設従事者を対象とした疫学研究結果のレビュー. 日本診療放射線技師会誌

2023 年 1 月号 

④ 日本における放射線疫学調査 J-EPISODE の概要. 日本診療放射線技師会誌 2023 年

3 月号 

 

（２）学会発表 （巻末参考資料 59～70 頁参照） 

① 放射線業務従事者における生活習慣・社会経済状態・放射線による非新生物疾患死亡

リスク. 第 95 回日本産業衛生学会、高知、2022.5.26 

② A Risk Comparison between Lifestyle, Socioeconomic Status, and Radiation among 

Japanese Nuclear Workers (J-EPISODE). Health Physics Society 2022、Spokane, 

US、2022.7.18. 

③ Reconstruction of Organ Dose from Emergency Work Dose at Fukushima: J-

EPISODE. Health Physics Society 2022、Spokane, US、2022.7.18. 

④ 潜伏期の仮定はそれ自体が放射線リスク推定値を上昇させる. 日本放射線影響学会第

65 回大会、大阪、2022.9.16. 

⑤ 福島原発事故の預託実効線量から臓器線量への変換における不確かさ：原子力施設作

業者コホート研究 J-EPISODE. 日本放射線影響学会第 65 回大会、大阪、2022.9.16. 

⑥ Uncertainties in organ dose reconstruction from Fukushima accident emergency 

work dose in J-EPISODE cohort study. Estoril, Portugal、2022.10.13. 

⑦ Two topics from the epidemiological studies of Japanese nuclear workers. 
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Radiation Research Society’s 68th Annual Meeting、Hawaii, US、2022.10.16. 

⑧ J-EPISODE における新コホートの特性と予想される結果. 第 4 回日本保健物理学

会・日本放射線安全管理学会合同大会、福岡、2022.11.25. 

⑨ 放射線業務従事者コホート J-EPISODE の第Ⅶ期解析計画. 第 4 回日本保健物理学

会・日本放射線安全管理学会合同大会、福岡、2022.11.25. 

⑩ Radiation Epidemiological Study of Nuclear Workers in Japan: progress of J-

EPISODE since study period VI. 第 33 回日本疫学会学術総会、浜松、2023.2.15 

⑪ 原子力施設作業者コホートと全国がん登録のリンケージ：放射線大腸がん罹患リスク

と検診受診行動の交絡. 第 33 回日本疫学会学術総会、浜松、2023.2.3. 

⑫ 放射線業務従事者における従事経験事業所数による特性の検討. 第 33 回日本疫学会

学術総会、浜松、2023.2.3. 
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令和４年度原子力施設等防災対策等委託費 

（低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査）事業 

 

 

 

 

（原子力規制委員会原子力規制庁委託業務成果報告書） 

 

 

 

（巻末参考資料） 
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１．調査活動 

１．１ 令和 4年度 住民票の写し等の交付請求及び交付の状況（都道府県別） 

表１．１ 令和４年度 住民票の写し等の交付請求及び交付の状況（都道府県別） 

（本文 5 頁参照） 

　 　　　申 　請 　 　　　回　　　 答 　 取得率
都道府県名 市区町村数 ①件数 ②住民票写し ③除票写し ④除票写し ⑤該当者なし ②＋③＋④

（転出） （死亡） ／①％

　北海道 87 1,065 910 130 25 0 100.0
　青　森 31 954 839 100 15 0 100.0
　岩　手 19 73 70 2 1 0 100.0
　宮　城 33 908 797 88 23 0 100.0
　秋　田 14 78 75 0 3 0 100.0
　山　形 18 63 57 5 1 0 100.0
　福　島 36 2,309 2,070 131 107 1 100.0
　茨　城 43 3,238 2,978 115 145 0 100.0
　栃　木 18 134 122 4 8 0 100.0
　群　馬 25 120 106 7 7 0 100.0
　埼　玉 61 726 660 39 27 0 100.0
　千　葉 53 1,075 970 52 53 0 100.0
　東　京 53 1,581 1,360 155 65 1 99.9
　神奈川 54 2,440 2,255 83 102 0 100.0
　新　潟 35 1,280 1,203 48 29 0 100.0
　富　山 14 186 175 7 4 0 100.0
　石　川 18 254 222 29 3 0 100.0
　福　井 16 1,864 1,664 156 44 0 100.0
　山　梨 13 31 31 0 0 0 100.0
　長　野 28 94 84 6 4 0 100.0
　岐　阜 28 110 102 6 2 0 100.0
　静　岡 39 1,458 1,271 166 21 0 100.0
　愛　知 64 649 589 39 21 0 100.0
　三　重 22 192 180 4 8 0 100.0
　滋　賀 18 131 122 4 5 0 100.0
　京　都 32 485 444 16 25 0 100.0
　大　阪 69 1,070 978 49 43 0 100.0
　兵　庫 49 1,886 1,746 60 80 0 100.0
　奈　良 24 134 122 9 3 0 100.0
　和歌山 14 65 61 2 2 0 100.0
　鳥　取 14 106 99 3 4 0 100.0
　島　根　 13 425 399 16 9 1 99.8
　岡　山 25 286 265 8 13 0 100.0
　広　島 29 669 626 21 22 0 100.0
　山　口 17 278 257 8 13 0 100.0
　徳　島 14 41 38 1 2 0 100.0
　香　川 16 202 183 17 2 0 100.0
　愛　媛 18 522 482 21 19 0 100.0
　高　知 15 44 40 2 1 1 97.7
　福　岡 66 988 894 68 25 1 99.9
　佐　賀 15 687 608 72 7 0 100.0
　長　崎 17 303 273 14 16 0 100.0
　熊　本 34 117 106 9 2 0 100.0
　大　分 15 113 102 5 6 0 100.0
　宮　崎 10 68 59 6 3 0 100.0
　鹿児島 23 471 411 53 7 0 100.0
　沖　縄 21 77 73 1 3 0 100.0

合　計 1,390 30,050 27,178 1,837 1,030 5 100.0
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１．２ 同意者の生死追跡状況の詳細 

表１．２ 同意者の生死追跡状況の詳細 

  

追跡結果

生存  34,637 ( 34,636  1 )

死亡   2,280 ( 2,280  0 )

( 36,928  1 ) 脱落      12 ( 12  0 )

生存   3,186 ( 3,185  1 )

死亡     171 ( 171  0 )

( 3,364  1 ) 脱落       8 ( 8  0 )

生存   1,123 ( 1,123  0 )

死亡      59 ( 59  0 )

( 1,184  0 ) 脱落       2 ( 2  0 )

生存     709 ( 554  155 )

死亡      29 ( 25  4 )

( 580  159 ) 脱落       1 ( 1  0 )

生存  14,650 ( 14,480  170 )

死亡     537 ( 537  0 )

( 15,035  170 ) 脱落      18 ( 18  0 )

生存   8,988 ( 8,817  171 )

死亡     208 ( 206  2 )

( 9,043  173 ) 脱落      20 ( 20  0 )

生存  14,382 ( 14,045  337 )

死亡     109 ( 109  0 )

( 14,520  345 ) 脱落     374 ( 366  8 )

生存  77,675 ( 76,840  835 )

死亡   3,393 ( 3,387  6 )

( 80,678  849 ) 脱落     459 ( 451  8 )

    435 ( 427  8 )

      0 ( 0  0 )

同意撤回者      24 ( 24  0 )

注－１ 第Ⅰ期放射線疫学調査対象者の一部： Ａ－１

第Ⅱ期放射線疫学調査対象者の一部： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、及びＣ

第Ⅲ期、Ⅳ期及び第Ⅴ期放射線疫学調査対象者の一部： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、Ｃ、及びＤ

第Ⅵ期及びⅦ期放射線疫学調査対象者： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、Ｃ、Ｄ及びＦ

注－２ 放射線業務従事者として登録された時期

注－３ 一旦、住民票写し等を取得した後の再調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権削除、海外

転出等の理由により脱落した調査対象者の数

注－４ 市区町村の協力を得られなかったこと等により、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数

 14,865

合計

 81,527

（ 脱落の内訳）

住所不明等注-3

不交付注-4

F 平成27～30年度

D 平成7~10年度   9,216

C 平成1~6年度  15,205

E
昭和63年度以前

(燃料加工事業所のみの従

事者および女子)
    739

B 昭和63年度以前   1,184

A－２ 昭和63年度以前   3,365

A－１ 昭和63年度以前  36,929

令和5年 1月18日現在

群注-1 登録時期注-2
人数（総数） 生死追跡状況の内訳

（男　女） 総数（男　女）
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１．３ がん罹患情報の取得 

１．３．１ がん罹患情報のリンケージ 

 

図１.３．１ 全国がん登録 DB のレコードと J-EPISODE DB のレコードのリンケージ 

 

１．３．２ がん罹患情報のリンケージ（照合）結果 

 

図１．３．２ リンケージの結果（2016～2018年） 

   (注)上記の数値は、全国がん登録法に基づき非匿名化情報の提供を受け、独自に 
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作成・加工したものである。 

 

１．３．３ がん罹患情報の集計結果 

 

表１．３．３ 部位、初診年齢、累積線量別第一原発がん罹患数 

（診断年 2016-2018 年計、解析対象集団男性 77,993 人） 

 

 

 

１．３．４ 放射線業務従事者の指定解除記録について 

 

原子力事業者が中央登録センターに提出する線量データには 2 種類ある。1 つは、毎年

度の個人別実効線量に関する定期線量報告データであり、これには外部・内部被ばく線量

の内訳はない。もう 1 つは、当該原子力事業者における指定解除記録である。指定解除記

録には、当該個人の指定年度前歴線量、当該原子力事業者における指定期間中の年度別、

種類（外部、内部、皮膚、水晶体等）別線量等が記録されており、中央登録センターにマ

イクロフィルムの形式で保管されている。また、当該記録には、緊急作業線量についても、

外部被ばく・内部被ばく別の線量が含まれている。したがって、全ての緊急作業者につい

て指定解除記録の写しを取得することによって、緊急作業線量を外部被ばく線量と内部被

部位 罹患数 
初診年齢（歳） 2015年 3月末累積線量(mSv) 

-64 65-69 70-74 75-79 80+ <5 5- 10- 20- 50+ 

C16 胃 311 103 81 51 19 57 198 24 28 30 31 

C18 結腸 163 60 37 27 15 24 103 17 17 16 10 

C19-C20 直腸 111 48 29 * * 18 69 * 12 11 * 

C33-C34 肺 195 60 37 51 11 36 127 13 17 19 19 

C61 前立腺 404 86 114 98 41 65 274 32 33 42 23 

            

全部位合計 1760 590 418 326 125 301 1140 152 152 177 139 

（注）＊： 10未満のため非表示。 
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ばく線量に分割した。なお、福島第一原子力発電所の緊急作業に従事してから現在までに

従事者指定解除を行っていない者（従事者指定が継続している者）については、中央登録

センターが東京電力ホールディングスから、前もって、緊急作業線量データを取得した。 

 

１．３．５ 作業場の空気中 I-131/Cs-137 濃度比について 

 

預託実効線量を組織・臓器別吸収線量に変換する際には、まず核種別預託実効線量を推

計する必要がある。例えば、I-131 は大部分が甲状腺に集積し、実効半減期が成人で約７

日と短い。一方、Cs-137 は体内に均一に分布し、実効半減期が 30 歳で約 70 日、50 歳で

約 90 日と長い。このように放射性核種によって摂取後の体内動態の相違から組織・臓器

別吸収線量に及ぼす影響が異なるので、核種別の摂取量及び預託実効線量を推計する必要

がある。令和 3 年度は、手法の検討として、主な放射性核種である I-131 と Cs-137 の吸

入による摂取量の比率が作業場の空気中 I-131/Cs-137 濃度比に等しいとの仮定の下で、

東京電力が測定した福島第一原子力発電所のダスト核種分析結果データ（東京電力平成 25

年 7 月 5 日プレスリリース）を利用して、I-131 と Cs-137 の核種別預託実効線量を試算

した。 
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２．委員会活動 

２．１ 放射線疫学調査のあり方に関する報告書補遺
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３．国内外への情報発信  

３．１ 放影協ニュース 

（１）日本疫学会第 32回学術総会（Web開催）への参加報告（2022年 4月号） 
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（２）第 95回日本産業衛生学会に参加して（2022年 7月号） 
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（３）日本放射線影響学会第 65回大会（現地開催）に参加して（2022年 10月号） 
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（４）Health Physics 2022に参加して（2022年 10月号） 
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（５）第 4回日本保健物理学会・日本放射線安全管理学会合同大会に参加して（2023年 

1月号） 
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（６）ERPW 2022に参加して（2023年 1月号） 
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42 

 

（７）Radiation Research Society’s 68th Annual Meetingに現地参加して（2023年 

1月号） 
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３．２ 論文発表 

（１）A Risk Comparison of Non-cancer Mortality between Lifestyle, Socioeconomic 

Status, and Radiation among Japanese Nuclear Workers (J-EPISODE). Health 

Phys. 123, 464-475, 2022. 
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（２）放射線科医・放射線技師を対象とした疫学研究結果のレビュー. 日本診療放射線技師

会誌 2022年 11月号（非オープンアクセスにつき抄録のみ） 
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（３）原子力施設従事者を対象とした疫学研究結果のレビュー. 日本診療放射線技師会誌

2023年 1月号 （非オープンアクセスにつき抄録のみ） 
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（４）日本における放射線疫学調査 J-EPISODEの概要. 日本診療放射線技師会誌 2023年

3月号（非オープンアクセスにつき抄録のみ） 
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３．３ 学会発表 

（１）放射線業務従事者における生活習慣・社会経済状態・放射線による非新生物疾患死亡

リスク. 第 95回日本産業衛生学会、高知、2022.5.26 
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（２）A Risk Comparison between Lifestyle, Socioeconomic Status, and Radiation among 

Japanese Nuclear Workers (J-EPISODE). Health Physics Society 2022、Spokane, 

US、2022.7.18. 
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（３）Reconstruction of Organ Dose from Emergency Work Dose at Fukushima: J-

EPISODE. Health Physics Society 2022、Spokane, US、2022.7.18. 

 

 

 

  



 

62 

 

（４）潜伏期の仮定はそれ自体が放射線リスク推定値を上昇させる. 日本放射線影響学会第

65回大会、大阪、2022.9.16. 
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（５）福島原発事故の預託実効線量から臓器線量への変換における不確かさ：原子力施設作

業者コホート研究 J-EPISODE. 日本放射線影響学会第 65回大会、大阪、2022.9.16. 
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（６）Uncertainties in organ dose reconstruction from Fukushima accident emergency 

work dose in J-EPISODE cohort study. Estoril, Portugal、2022.10.13. 
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（７）Two topics from the epidemiological studies of Japanese nuclear workers. Radiation 

Research Society’s 68th Annual Meeting、Hawaii, US、2022.10.16. 
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（８）J-EPISODE における新コホートの特性と予想される結果. 第 4 回日本保健物理学

会・日本放射線安全管理学会合同大会、福岡、2022.11.25. 
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（９）放射線業務従事者コホート J-EPISODE の第Ⅶ期解析計画. 第 4 回日本保健物理学

会・日本放射線安全管理学会合同大会、福岡、2022.11.25. 
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（10）Radiation Epidemiological Study of Nuclear Workers in Japan: progress of J-

EPISODE since study period VI. 第 33回日本疫学会学術総会、浜松、2023.2.15 
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（11）原子力施設作業者コホートと全国がん登録のリンケージ：放射線大腸がん罹患リスク

と検診受診行動の交絡. 第 33回日本疫学会学術総会、浜松、2023.2.3. 
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（12）放射線業務従事者における従事経験事業所数による特性の検討. 第 33回日本疫学会
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